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†  本 稿 は 東 北 大 学 大 学 院 経 済 学 研 究 科『 地 域 産 業 復 興 調 査 研 究 プ ロ

ジ ェ ク ト 』 の 研 究 成 果 の 一 部 で あ る 。 本 稿 で 用 い る ア ン ケ ー ト 調 査

は 、 東 北 大 学 大 学 院 経 済 学 研 究 科 ・ 震 災 復 興 研 究 セ ン タ ー の 地 域 産

業 復 興 調 査 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト の 一 環 と し て 行 わ れ た も の で あ り 筆 者

た ち は 同 プ ロ ジ ェ ク ト メ ン バ ー と し て 同 調 査 に 関 わ っ た 。 東 北 大 学

大 学 院 経 済 学 研 究 科 地 域 イ ノ ベ ー シ ョ ン 研 究 セ ン タ ー か ら は 、 同 調

査 の デ ー タ 利 用 を 許 可 し て い た だ い た 。 ま た 、 西 山 慎 一 先 生 （ 東 北

大 学 ） に は ア ン ケ ー ト 調 査 全 体 の 取 り ま と め を し て い た だ い た 。 プ

ロ ジ ェ ク ト 全 体 の 取 り ま と め を さ れ た 増 田 聡 先 生（ 東 北 大 学 ）、研 究

を 補 助 し て 頂 い た 大 澤 理 沙 氏 と と も に 、 こ こ に 記 し て 感 謝 申 し 上 げ

る 。 な お 、 本 稿 に お け る 見 解 は 執 筆 者 個 人 の も の で あ り 、 所 属 す る

組 織 の も の で は な い 。  
‡  連 絡 先 ： 〒 6 5 7 - 8 5 1 0  神 戸 市 灘 区 六 甲 台 町 2 - 1  神 戸 大 学 大 学 院

経 営 学 研 究 科 T e l . & F a x . :  8 1 - 7 8 - 8 0 3 - 6 9 4 9 、  E - m a i l :  u c h i d a @  

b . k o b e - u . a c . j p。  
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1.  は じ め に  

本 章 で は 、 震 災 後 3 年 半 の 時 点 ま で の 被 災 地 企 業 の 資 金 調

達 の 実 態 を 明 ら か に す る 。 以 下 で は 、 被 災 3 県 に 立 地 す る 企

業 に 対 し て 行 わ れ た ア ン ケ ー ト 調 査 で あ る 東 北 大 学 「 震 災 復

興 企 業 実 態 調 査 」 (20 14 年 度 )（ 調 査 期 間 2 014 年 8～ 9 月 ） の

結 果 よ り 、 企 業 金 融 に 関 す る 質 問 に 対 す る 回 答 結 果 に つ い て

報 告 す る 。 特 に 記 載 の な い 限 り 、 示 さ れ た 結 果 は 20 13 年 1 0

月 以 降 、 調 査 時 点 ま で の 期 間 に 関 し て 尋 ね た 回 答 に 基 づ く も

の で あ る 。  

201 4 年 度 震 災 復 興 企 業 実 態 調 査 は 、2 012 年 7 月 、2013 年 8

～ 9 月 に 行 わ れ た 二 回 の 調 査（ 以 下 そ れ ぞ れ「 2012 年 度 調 査 」、

「 20 13 年 度 調 査 」ま た は「 前 回 調 査 」と 呼 ぶ ）の 続 編 で あ る 。

調 査 対 象 企 業 は 過 去 の 調 査 の 回 答 企 業 を 追 跡 し た も の と な っ

て い る 。 20 12・ 2 013 年 度 調 査 か ら 得 ら れ た 被 災 地 企 業 の 資 金

調 達 に 関 す る 情 報 は 、 そ れ ぞ れ 内 田 他 ( 201 3, 2 0 14)が 報 告 し

て い る 。本 章 で は こ れ ら 過 去 2 年 の 調 査 結 果 と 比 較 す る 形 で 、

震 災 後 3 年 半 時 点 の 今 回 の 調 査 の 結 果 を 示 す 。 1  た だ し 、 全

三 回 調 査 の 回 答 企 業 数 は 異 な る た め 、 以 下 の 比 較 は 必 ず し も

厳 密 で な い 点 に は 注 意 が 必 要 で あ る 。  

以 下 で は 内 田 他 ( 2013 , 20 14)と 同 様 に 、 回 答 企 業 全 体 、 お

よ び 被 害 の 有 無 別 の 結 果 を 報 告 す る 。 被 害 を 受 け た 企 業 は 、

東 日 本 大 震 災 に よ り 直 接 的 ・ 間 接 的 な 被 害 を 受 け た 、 と 答 え

た 企 業 で あ る 。 ま た 以 下 で は 震 災 発 生 時 に 借 入 残 高 が 1 位 で

あ っ た 金 融 機 関 を 「 借 入 1 位 金 融 機 関 」 と 呼 ぶ 。 さ ら に 以 下

の 図 表 中 の 数 値 は 特 に 明 記 が な い 限 り 、 企 業 数 （ と 比 率 ） を

表 し て い る 。  

 

2 .   金 融 機 関 と の 取 引 状 況  

図 表 2 - 1  金 融 機 関 か ら の 借 入 残 高 （ 万 円 ）  

1一 部 質 問 項 目 は 前 回 2 0 1 3 年 度 調 査 か ら の 新 設 で あ る た め 、 前 々 回

と の 比 較 を 行 っ て い な い 部 分 も あ る 。  
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ま ず 、 金 融 機 関 か ら の 借 入 残 高 に 関 す る 回 答 を 集 計 し た も

の が 図 表 2- 1 で あ る 。 こ の 図 表 で は 、 直 近 の 決 算 時 点 （ 中 位

値 は 2 014 年 3 月 ）に お い て 、回 答 企 業 の 全 金 融 機 関 か ら の 借

入 残 高 の 合 計 と 、 借 入 1 位 金 融 機 関 か ら の 借 入 残 高 を そ れ ぞ

れ 集 計 し て い る 。  

今 回 調 査 の 結 果 か ら は 、 被 害 あ り 企 業 で は 、 全 金 融 機 関 か

ら の 借 入 残 高 の 中 位 値 が 4, 790 万 円 で あ り 、 被 害 な し 企 業 の

1,96 3 万 円 を 大 き く 上 回 っ て い る 。 借 入 1 位 金 融 機 関 か ら の

借 入 残 高 で も 同 様 の 傾 向 が 観 察 さ れ る 。 こ の 理 由 の 一 つ は 、

ア ン ケ ー ト 回 答 企 業 の 中 で 、 被 害 あ り 企 業 が 被 害 な し 企 業 を

規 模 に お い て 大 き く 上 回 っ て い る こ と で あ る 。 図 表 に は 示 し

て い な い が 、 直 近 の 決 算 時 点 に お け る 資 産 総 額 の 中 位 値 を 見

る と 、 被 害 あ り 企 業 は 1 億 8,3 5 1 万 円 で あ る の に 対 し 、 被 害

な し 企 業 は 9, 20 0 万 円 で あ り 、前 者 は 後 者 の ほ ぼ 二 倍 で あ る 。

し か し 、 図 表 2- 1 の 借 入 残 高 を 見 る と 、 全 金 融 機 関 か ら の 残

高 で も 借 入 一 位 金 融 機 関 か ら の 借 入 残 高 で も 共 に 、 被 害 あ り

企 業 は 被 害 な し 企 業 の 2 .4 倍 と な っ て お り 、 規 模 の 差 を 考 慮

し て も 前 者 の 借 入 が 多 い 可 能 性 は 否 定 で き な い 。  

な お 、 回 答 企 業 サ ン プ ル が 異 な る た め に 単 純 な 比 較 は で き

な い が 、 こ れ ま で の 2 回 の 調 査 結 果 と 比 較 す る と 、 被 害 あ り

企 業 、被 害 な し 企 業 と も に 今 回 調 査 の 方 が 借 入 残 高 は 小 さ い 。

例 え ば 2013 年 度 調 査 で は 、被 害 あ り 企 業 と 被 害 な し 企 業 が 全

金 融 機 関 か ら 借 り 入 れ て い る 残 高 の 中 位 値 は 、そ れ ぞ れ 5, 978

全金融機関 借入1位金融機関

決算期（中位値） 2014年3月期 2014年3月期

全体

残高合計（中位値） 3,751 2,500

残高合計（平均値） 37,271.80 28,439.42

被害あり

残高合計（中位値） 4,790 3,000

残高合計（平均値） 46,261.97 35,331.67

被害なし

残高合計（中位値） 1,963 1,250

残高合計（平均値） 8,601.95 5,666.63

全体回答企業数 3,435 3,241

被害あり回答企業数 2,615 2,488

被害なし回答企業数 820 753
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万 円 、 2, 111 万 円 で あ る 。  

 

3.  震 災 前 か ら の 債 務 に 関 す る 負 担 軽 減  

図 表 2 - 2  借 入 １ 位 金 融 機 関 に よ る 既 往 債 務 負 担 軽 減 の 有 無  

 

次 に 、震 災 以 前 か ら 行 っ て い た 借 入（ 既 往 債 務 ）に 関 し て 、

債 務 負 担 の 軽 減 に 関 す る 質 問 へ の 回 答 を 集 計 し た の が 図 表

2-2 で あ る 。 具 体 的 に は 、 震 災 以 前 よ り 借 入 1 位 金 融 機 関 か

ら 借 り 入 れ て い た 既 往 債 務 に 関 し て 、 回 答 企 業 が 20 13 年 1 0

月 以 降 に 債 務 負 担 の 軽 減 を 受 け た か ど う か を 尋 ね て い る 。 得

ら れ た 結 果 に よ る と 、 回 答 企 業 全 体 の 13%の 企 業 は 何 ら か の

形 で 既 往 債 務 負 担 の 軽 減 を 受 け て お り 、 そ の 比 率 は 被 害 を 受

け た 企 業 で 相 対 的 に 高 く な っ て い る 。  

過 去 2 回 の 調 査 と 比 べ る と 、 債 務 負 担 の 軽 減 を 受 け た 企 業

が 全 体 に 占 め る 比 率 は 、2012 年 度 調 査（ 20%）、2 0 1 3 年 度 調 査

（ 17 %）よ り も 低 下 し て い る 。既 往 債 務 負 担 の 軽 減 策 に 対 す る

ニ ー ズ が 、 徐 々 に 低 下 し て い る こ と が 示 唆 さ れ る 。  

な お 、 図 表 中 に は 示 し て い な い が 、 調 査 で は 借 入 1 位 以 外

の 金 融 機 関 か ら 既 往 債 務 負 担 の 軽 減 を 受 け た か ど う か も 尋 ね

て い る 。 そ の 結 果 に よ る と 、 軽 減 を 受 け た 企 業 の 比 率 は 全 体

で 12%で あ り 、借 入 1 位 金 融 機 関 と ほ ぼ 同 程 度 で あ る 。一 方 、

過 去 2 回 の 調 査 で は 、 借 入 1 位 金 融 機 関 か ら 既 往 債 務 負 担 の

軽 減 を 受 け た 企 業 の 比 率 が 他 の 金 融 機 関 か ら 軽 減 を 受 け た 企

業 の 比 率 を 上 回 っ て い た 。 両 者 の 差 が な い と い う 今 回 の 調 査

結 果 か ら は 、 借 入 1 位 金 融 機 関 に よ る 既 往 債 務 負 担 の 軽 減 が

減 少 す る な か 、 そ れ 以 外 の 金 融 機 関 か ら の 負 担 軽 減 を 求 め る

企 業 が 相 対 的 に 増 え て い る こ と が 示 唆 さ れ る 。  

 

図 表 2 - 3  借 入 １ 位 金 融 機 関 に よ る 既 往 債 務 負 担 軽 減 策 の 内 容

（ 複 数 回 答 可 ）  

被害あり 被害なし 合計

512 83 595

14.4% 6.9% 12.5%

3,037 1,126 4,163

85.6% 93.1% 87.5%

回答企業数 3,549 1,209 4,758

債務負担の軽減を
受けた

債務負担の軽減を
受けていない
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図 表 2- 3 は 、 負 担 軽 減 策 の 内 容 に 関 す る 回 答 を ま と め た も

の で あ る 。「 利 子 の 減 免 」と 回 答 し た 企 業 が 6 割 弱 と 最 も 多 く 、

次 い で「 返 済 の 猶 予（ 一 時 停 止 ）」、「 返 済 期 間 の 延 長 」と 答 え

た 企 業 が と も に 3 割 程 度 で あ る 。 過 去 2 回 の 調 査 と 比 較 す る

と 、「 返 済 の 猶 予 （ 一 時 停 止 ）」 を あ げ た 企 業 の 比 率 は 徐 々 に

低 下 し 、 契 約 条 件 の 変 更 に な る 「 利 子 の 減 免 」 に 至 っ た 企 業

が 増 え て い る こ と が 分 か る 。 ま た 、 回 答 企 業 数 は 少 な い も の

の 、「 債 務 額 の 減 免 （ 免 除 、 償 却 ）」 や 「 既 存 借 入 の 劣 後 化 」

と 答 え た 企 業 の 比 率 も 、 過 去 の 調 査 と 比 べ て 上 昇 し て い る 。  

被 害 の 有 無 別 に み る と 、過 去 2 回 の 調 査 と 同 様 に 、「 返 済 の

猶 予（ 一 時 停 止 ）」と 回 答 し た 企 業 の 比 率 は 、被 害 あ り 企 業 の

ほ う が 高 い 。ま た 今 回 調 査 で は 、「 債 務 額 の 減 免（ 免 除 、償 却 ）」、

「 既 存 借 入 の 劣 後 化 」 も 、 被 害 あ り 企 業 の ほ う が 高 く な っ て

い る が 、 こ の 傾 向 は 前 回 ま で の 調 査 で は み ら れ な か っ た も の

で あ る 。 被 災 し た 企 業 に お い て 、 よ り 踏 み 込 ん だ 既 往 債 務 負

担 の 軽 減 策 が 講 じ ら れ る よ う に な っ て い る 可 能 性 が 示 唆 さ れ

る 。  

な お 、 図 表 は 割 愛 す る が 、 借 入 １ 位 金 融 機 関 以 外 の 金 融 機

関 か ら の 既 往 債 務 負 担 軽 減 策 に つ い て 尋 ね た 質 問 に つ い て も 、

結 果 は 上 記 と 大 き く 異 な ら な い 。  

 

図 表 2 - 4  借 入 1 位 金 融 機 関 に よ る 既 往 債 務 負 担 軽 減 を 受 け な

か っ た 理 由 （ 複 数 回 答 可 ）   

被害あり 被害なし 合計

160 14 174

31.6% 17.1% 29.6%

150 22 172

29.6% 26.8% 29.3%

300 46 346

59.3% 56.1% 58.8%

25 1 26

4.9% 1.2% 4.4%

16 4 20

3.2% 4.9% 3.4%

17 2 19

3.4% 2.4% 3.2%

回答企業数 506 82 588

返済の猶予（一時停止）

返済期間の延長

利子の減免

債務額の減免（免除、償却）

担保・個人保証の設定解除・減額

既存借入の劣後化
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図 表 2 -4 は 、 震 災 以 前 か ら の 既 往 債 務 に 関 し て 、 借 入 1 位

金 融 機 関 か ら 201 3 年 10 月 以 降 に 負 担 の 軽 減 を 受 け て い な い 、

と 答 え た 企 業 に 対 し 、 そ の 理 由 を 尋 ね た 結 果 で あ る 。 8 割 弱

の 企 業 が 「 必 要 な か っ た 」 か ら 軽 減 を 受 け な か っ た と 回 答 し

て い る 。 過 去 2 回 の 調 査 と 比 べ る と 、 こ の 回 答 が 最 も 多 い こ

と は 共 通 し て い る が 、 今 回 調 査 の 比 率 は 若 干 低 い 。  

残 り 2 割 強 、 つ ま り 必 要 が あ っ た に も 関 わ ら ず 軽 減 を 受 け

て い な い 企 業 に つ い て み る と 、前 回 調 査 と 同 様 に 、「 既 往 債 務

に 信 用 保 証 協 会 保 証 付 き 借 入 が あ っ た 」 こ と を 挙 げ て い る 企

業 が 1 4%と 相 対 的 に 高 く 、 信 用 保 証 協 会 に よ る 保 証 の 存 在 が

既 往 債 務 軽 減 の 障 害 に な る と 認 識 し て い る 企 業 が 多 く 存 在 す

る こ と が 示 唆 さ れ る 。 ま た 「 将 来 の 借 入 に 支 障 が 出 る と 思 っ

て 求 め な か っ た 」、「 断 ら れ る と 思 っ て 求 め な か っ た 」 と 回 答

し た 企 業 も 、 そ れ ぞ れ 9%、 6%存 在 す る 。  

被 害 の 有 無 別 に み る と 、「 将 来 の 借 入 に 支 障 が 出 る と 思 っ て

求 め な か っ た 」 企 業 の 比 率 が 、 被 害 の あ っ た 企 業 に お い て 相

対 的 に 高 く な っ て お り 、 借 入 1 位 金 融 機 関 と の 将 来 の 取 引 関

係 に 対 す る 悪 影 響 を 懸 念 し て 既 往 債 務 負 担 の 軽 減 を 受 け な か

っ た 企 業 が 存 在 す る こ と が 分 か る 。ま た 、「 軽 減 を 求 め た が 断

ら れ た 」 企 業 の 比 率 も 、 被 害 の あ っ た 企 業 に お い て 相 対 的 に

高 く な っ て い る 。  

な お 、 図 表 は 割 愛 す る が 、 借 入 １ 位 金 融 機 関 以 外 の 金 融 機

関 か ら の 既 往 債 務 負 担 軽 減 に つ い て 、 軽 減 を 受 け な か っ た 理

由 を 尋 ね た 質 問 に つ い て も 、結 果 は 上 記 と 大 き く 異 な ら な い 。

被害あり 被害なし 合計

44 2 46

2.2% 0.3% 1.7%

129 35 164

6.5% 5.4% 6.2%

196 36 232

9.9% 5.6% 8.8%

16 1 17

0.8% 0.2% 0.6%

274 92 366

13.8% 14.2% 13.9%

1,494 532 2,026

75.3% 82.2% 77.0%

回答企業数 1,983 647 2,630

軽減を求めたが断られた

断られると思って求めなかった

将来の借入に支障が出ると思って求めなかった

負担の増加を求められた

既往債務に信用保証協会保証付き借入があった

必要なかった
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た だ し 、「 必 要 な か っ た 」 と 回 答 し た 企 業 の 比 率 （ 81%） は 借

入 1 位 金 融 機 関 の 場 合 よ り も や や 高 く 、 逆 に 「 既 往 債 務 に 信

用 保 証 協 会 保 証 付 き 借 入 が あ っ た 」 こ と を 挙 げ る 企 業 の 比 率

（ 10 %） は や や 低 く な っ て い る 。  

 

図 表 2 - 5  第 三 者 に よ る 既 往 債 務 の 買 取 の 有 無  

  

図 表 2 -5 は 、回 答 企 業 が 震 災 前 か ら の 既 往 債 務 を 第 三 者（ 貸

手 以 外 ）に 買 い 取 っ て も ら っ た か ど う か を 尋 ね た 結 果 で あ る 。

既 往 債 務 の 買 取 を 受 け た 企 業 の 比 率 は 3%、申 請 中 の 企 業 は 1%

弱 で あ る 。前 回 2 013 年 度 調 査 の 結 果 と 比 較 す る と 、既 往 債 務

の 買 取 を 受 け た 企 業 の 比 率 （ 前 回 ： 1. 2%） が 若 干 上 昇 し て い

る 一 方 、申 請 中 の 企 業 の 比 率（ 前 回： 1.6%）は 低 下 し て お り 、

少 数 で は あ る も の の 、 既 往 債 務 の 買 取 が 進 ん で い る 様 子 が 窺

え る 。 2  

ま た 、 被 害 あ り 企 業 の 方 が 、 買 取 を 受 け た 、 あ る い は 申 請

中 で あ る 、 と 回 答 し た 企 業 の 比 率 が 高 い 。 し か し 、 過 去 2 回

の 調 査 に 比 べ る と 、 こ う し た 被 害 有 無 に よ る 差 は 縮 小 し て い

る 。  

 

図 表 2 - 6  第 三 者 に よ る 既 往 債 務 買 取 の 相 手 先 （ 複 数 回 答 可 ）   

2  2 0 1 2 年 度 調 査 で は 、既 往 債 務 の 買 取 を 受 け た 企 業 の 比 率 は 今 回 調

査 と ほ ぼ 同 程 度 、 申 請 中 と 答 え た 企 業 の 比 率 は 今 回 調 査 よ り も 高 か

っ た 。た だ し 、 2 0 1 2 年 度 調 査 の こ れ ら の 値 は 過 大 で あ っ た 可 能 性 が

あ る 。 詳 し く は 、 内 田 他 ( 2 0 1 3 )を 参 照 。  

被害あり 被害なし 合計

103 27 130

3.2% 2.5% 3.0%

24 2 26

0.8% 0.2% 0.6%

3,077 1,039 4,116

96.0% 97.3% 96.4%

回答企業数 3,204 1,068 4,272

受けた

申請中

申請していない

7 
 

                                                        



 
図 表 2- 7 は 、 第 三 者 に よ る 既 往 債 務 の 買 取 を 受 け た と 答 え

た 企 業 に つ い て 、 そ の 相 手 先 （ 複 数 回 答 可 ） を 示 し た も の で

あ る 。 相 手 先 と し て 最 も 回 答 が 多 い の は 、 東 日 本 大 震 災 事 業

者 再 生 支 援 機 構 で あ り 、 次 い で 各 県 の 産 業 復 興 機 構 で あ る 。

過 去 2 回 の 調 査 と 比 較 す る と 、民 主 党 政 権 下 で あ っ た 2 012 年

度 調 査 で は 、 同 党 主 導 で 設 立 さ れ た 各 県 の 産 業 復 興 機 構 を あ

げ る 企 業 の 比 率 が 最 も 高 か っ た が 、2013 年 度 調 査 お よ び 今 回

の 調 査 で は 、 政 権 交 代 の 影 響 も あ っ て か 、 自 民 党 主 導 で 設 立

さ れ た 東 日 本 大 震 災 事 業 者 再 生 支 援 機 構 を あ げ る 企 業 の 比 率

が 増 大 し て い る 。  

 

図 表 2 - 7  第 三 者 に よ る 既 往 債 務 買 取 と 信 用 保 証 協 会 保 証 付 き

借 入 の 有 無  

 

次 に 、 買 取 を 受 け た 債 務 の 中 に 信 用 保 証 協 会 の 保 証 付 き 借

入 が あ っ た か ど う か を 見 た の が 図 表 2-7 で あ る 。 そ の 結 果 に

よ る と 、 ほ と ん ど の 企 業 は 信 用 保 証 協 会 保 証 付 き 借 入 の 買 取

を 受 け て い る 。 先 に 、 借 入 1 位 金 融 機 関 に よ る 既 往 債 務 負 担

の 軽 減 を 受 け て い な い 企 業 の な か に は 、 信 用 保 証 協 会 保 証 付

き 借 入 が あ る こ と を そ の 理 由 と す る 企 業 が 少 な く な い こ と を

み た が 、 こ う し た 懸 念 と は 対 照 的 に 、 信 用 保 証 協 会 か ら の 保

証 は 、 必 ず し も 既 往 債 務 負 担 の 軽 減 の 障 害 に は な っ て い な い

可 能 性 が 高 い こ と が 示 唆 さ れ る 。  

被害あり 被害なし 合計

28 5 33

34.6% 31.3% 34.0%

43 4 47

53.1% 25.0% 48.5%

1 0 1

1.2% 0.0% 1.0%

10 7 17

12.3% 43.8% 17.5%

回答企業数 81 16 97

県の産業復興機構

東日本大震災事業者再生支援機構

その他のファンド

その他

被害あり 被害なし 合計

95 24 119

99.0% 96.0% 98.4%

1 1 2

1.0% 4.0% 1.7%

回答企業数 96 25 121

信用保証あり

信用保証なし
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な お 、前 回 20 13 年 度 調 査 で は 、信 用 保 証 協 会 保 証 付 き 借 入

の 買 取 の 比 率 は 7 割 超 程 度 で あ っ た 。 今 回 調 査 の 結 果 は こ れ

を 大 き く 上 回 っ て お り 、 信 用 保 証 協 会 が 、 東 日 本 大 震 災 事 業

者 再 生 支 援 機 構 や 県 の 産 業 復 興 機 構 と 連 携 し て 既 往 債 務 の 買

取 に 積 極 的 に 対 応 し て き た 可 能 性 が 示 唆 さ れ る 。  

 

図 表 2 - 8  第 三 者 に よ る 既 往 債 務 買 取 の 買 取 額 （ 万 円 ）   

  

図 表 2 -8 は 、買 取 を 受 け た 既 往 債 務 額 の 要 約 統 計 量 で あ る 。

回 答 企 業 全 体 の 中 位 値 は 3 ,000 万 円 で あ る 。2 0 1 2 年 度 調 査 で

は 、 震 災 発 生 前 の 直 近 時 点 に お け る 全 金 融 機 関 か ら の 借 入 残

高 の 中 位 値 が 3, 6 00 万 円 で あ る こ と が 分 か っ て い る （ 内 田 他

2013 図 表 2- 2-2）。平 均 的 に は 、こ の 借 入 残 高 を 若 干 下 回 る 程

度 の 債 務 の 買 取 を 受 け た こ と に な る 。  

前 回 2 013 年 度 調 査 で は 、買 取 を 受 け た 既 往 債 務 額 の 中 位 値

は 8, 000 万 円 と 大 き く 、 震 災 前 か ら 過 剰 な 債 務 を 負 っ て い た

企 業 が 債 務 の 買 取 を 受 け た 可 能 性 が 示 唆 さ れ た 。 今 回 調 査 で

は こ の 値 が 大 き く 低 下 し て お り 、 震 災 前 に 過 剰 な 債 務 を 負 っ

て い た 企 業 以 外 に も 債 務 買 取 の 対 象 が 拡 が っ た 可 能 性 が あ る 。
3  

 

4 .   新 規 借 入  

図 表 2 - 9  新 規 借 入 の 有 無  

 

3  買 取 を 受 け た 既 往 債 務 額 の 中 位 値 が 今 回 調 査 で 低 下 し た 理 由 と し

て は 、 買 取 を 受 け た 企 業 の 規 模 が 小 さ く な っ た た め で あ る 可 能 性 も

あ る 。し か し 、債 務 買 取 対 象 企 業 の う ち 従 業 員 規 模 2 0 人 以 下 の 零 細

企 業 が 占 め る 比 率 は 、前 回 2 0 1 3 年 度 調 査 、今 回 調 査 と も に 約 8 割 と

同 程 度 で あ る 。  

企業
数

最小
値

第一四
分位値

中位値
第三四
分位値

最大値 平均値 標準偏差

被害あり 79 3 1,500 3,000 6,000 161,675 11,504.51 25,455.94

被害なし 14 8 350 2,200 3,840 8,000 2,862 2,963

回答企業数 93 3 1,200 3,000 5,618 161,675 10,203.54 23,670.45

被害あり 被害なし 合計
1,548 367 1,915
42.2% 28.9% 38.8%
2,121 902 3,023
57.8% 71.1% 61.2%

回答企業数 3,669 1,269 4,938

新たな借入を行った

行っていない
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図 表 2-9 は 、 20 1 3 年 10 月 以 降 に 新 規 借 入 を 行 っ た か ど う

か 尋 ね た 結 果 で あ る 。今 回 の 調 査 で は 、39 %の 企 業 が 借 入 を 行

っ て お り 、 ま た 被 害 有 無 別 で は 被 害 を 受 け た 企 業 の ほ う が 新

規 借 入 を 行 っ た 比 率 が 高 い 。 こ の 結 果 を 、 過 去 の 調 査 結 果 と

比 較 す る と 、 被 害 を 受 け た 企 業 で 新 規 借 入 を 行 っ た 企 業 の 比

率 が 高 く 、 被 災 企 業 に お い て 依 然 と し て 相 対 的 に 高 い 資 金 需

要 が あ る と い う 傾 向 は 共 通 し て い る 。 た だ し 、 今 回 の 調 査 の

比 率（ 42 .2%）は 前 回 2 013 年 度 調 査 の 比 率（ 3 8.4 %）よ り も 若

干 上 昇 し て い る 。  

 

図 表 2 - 1 0  新 規 借 入 の 使 途  

 
図 表 2 -10 は 、新 規 借 入 を 行 っ た 企 業 に 対 し 、そ の 使 途 を 尋

ね た 結 果 で あ る 。 回 答 企 業 全 体 を 見 る と 、 そ の 20%が 増 加 運

転 資 金 を 、 50%が 経 常 運 転 資 金 を 、 4 4%の 企 業 が 設 備 資 金 を 借

り 入 れ た と 答 え て い る 。 被 害 を 受 け た 企 業 に お い て 設 備 資 金

を 借 り 入 れ た 比 率 が 高 い 、 と い う 結 果 は 過 去 2 回 の 結 果 と 同

様 で あ る 。 な お 、 運 転 資 金 を 使 途 と し た 借 入 に つ い て は 、 被

害 を 受 け た 企 業 に お い て 増 加 運 転 資 金 の 割 合 が 若 干 高 い も の

の 、 被 害 の 有 無 で 大 き な 差 は 無 か っ た 。 こ の 傾 向 も 過 去 2 回

の 調 査 結 果 と 同 様 で あ る 。 4  

 

図 表 2 - 1 1  新 規 借 入 の 借 入 先 と 最 大 の 新 規 借 入 先  

(1)新 規 の 借 入 先 （ 複 数 回 答 可 ）  

4な お「 経 常 運 転 資 金 」の 選 択 肢 は 今 回 調 査 か ら 追 加 さ れ た た め 、過

去 と の 比 較 は で き な い 。  

被害あり 被害なし 合計
307 64 371

20.4% 18.0% 19.9%
758 180 938

50.4% 50.6% 50.4%
687 128 815

45.6% 36.0% 43.8%
116 34 150

7.7% 9.6% 8.1%
回答企業数 1505 356 1861

増加運転資金

経常運転資金

設備資金

その他
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(2)最 大 の 借 入 先  

 

図 表 2 -11 は 借 入 先 に 関 す る 回 答 結 果 で あ る 。図 表 2-1 1 ( 1)

は 、 複 数 回 答 を 可 と し た 新 規 借 入 の 貸 手 で あ り 、 最 も 多 い 回

答 は 借 入 1 位 金 融 機 関 で あ る （ 6 0%）。 続 い て 震 災 前 か ら 借 入

の あ っ た 震 災 時 借 入 1 位 以 外 の 民 間 金 融 機 関 、 震 災 前 か ら 借

入 の あ っ た 震 災 時 借 入 1 位 以 外 の 政 府 系 金 融 機 関 が 続 く 。 こ

の 順 番 は 、前 回 2 013 年 度 調 査 で も 同 じ で あ る 。た だ し 、震 災

前 か ら 借 入 の あ っ た 民 間 金 融 機 関（ 1 位 金 融 機 関 、1 位 以 外 の

被害あり 被害なし 合計
879 207 1,086

60.3% 60.0% 60.2%
492 87 579

33.7% 25.2% 32.1%
197 42 239

13.5% 12.2% 13.3%
246 51 297

16.9% 14.8% 16.5%
148 36 184

10.2% 10.4% 10.2%
5 2 7

0.3% 0.6% 0.4%
74 12 86

5.1% 3.5% 4.8%
3 4 7

0.2% 1.2% 0.4%
30 4 34

2.1% 1.2% 1.9%
回答企業数 1,458 345 1,803

震災前には借入のなかった政府系金融機関

民間のファンド

代表者・家族・親戚

取引先

その他

震災時借入1位金融機関

震災前から借り入れのあった震災時借入1位以外の民間金融機関

震災前には借入のなかった民間金融機関

震災前から借り入れのあった震災時借入1位以外の政府系金融機関

被害あり 被害なし 合計
311 55 366

53.8% 50.0% 53.2%
112 21 133

19.4% 19.1% 19.3%
35 12 47

6.1% 10.9% 6.8%
66 13 79

11.4% 11.8% 11.5%
37 5 42

6.4% 4.6% 6.1%
0 0 0

0.0% 0.0% 0.0%
10 3 13

1.7% 2.7% 1.9%
1 0 1

0.2% 0.0% 0.2%
6 1 7

1.0% 0.9% 1.0%
回答企業数 578 111 688

民間のファンド

代表者・家族・親戚

取引先

その他

震災前から借り入れのあった震災時借入1位以外の民間金融機関

震災前には借入のなかった民間金融機関

震災前から借り入れのあった震災時借入1位以外の政府系金融機関

震災前には借入のなかった政府系金融機関

震災時借入1位金融機関
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民 間 金 融 機 関 共 ） を 選 択 し た 企 業 の 割 合 は 前 回 調 査 か ら 若 干

増 加 し て い る 。 な お 前 回 は 震 災 後 に 資 金 調 達 先 が 多 様 化 す る

傾 向 が 確 認 さ れ た が 、 今 回 の 結 果 か ら は 主 要 取 引 行 へ の 依 存

度 が 再 度 高 ま り つ つ あ る 状 況 が 窺 え る 。  

被 害 の 有 無 別 に 結 果 を 比 較 す る と 、 借 入 1 位 金 融 機 関 や 震

災 前 に は 借 入 の な か っ た 金 融 機 関 を 選 択 し た 比 率 に 大 き な 差

が 見 ら れ な い 。こ れ に 対 し て 前 回 2 013 年 度 調 査 で は 、前 者 の

比 率 は 被 害 あ り 企 業 の 方 が 高 か っ た の に 対 し て 、 後 者 の 比 率

は 被 害 な し 企 業 で 高 か っ た 。 こ の た め 、 被 害 の 有 無 が 企 業 の

資 金 調 達 に 与 え る 影 響 が 徐 々 に 低 下 し て い る 可 能 性 が あ る 。

た だ し 、震 災 前 か ら 借 入 の あ っ た 残 高 1 位 以 外 の 金 融 機 関（ 民

間 及 び 政 府 系 ） に つ い て は 、 被 害 あ り の 企 業 の 回 答 比 率 が 被

害 無 し の 企 業 よ り 高 い 。 こ の 結 果 は 前 回 調 査 と 同 様 で あ る 。  

次 に 、 図 表 2-1 1 (2)は 、 同 じ く 新 規 借 入 の 貸 手 に つ い て 、

複 数 の 貸 手 か ら 借 入 を 行 っ た 場 合 の み に 注 目 し 、 借 入 額 が 最

も 多 い 貸 手 を 尋 ね た 結 果 を 示 し た も の で あ る 。 ま ず 、 被 害 を

受 け た 企 業 に お い て 、 震 災 時 借 入 1 位 金 融 機 関 が 最 大 貸 手 と

し て 大 き な 役 割 を 果 た し て い る こ と が 分 か る 。 こ の 結 果 は 前

回 調 査 と 同 様 で あ る 。 ま た 、 被 害 の あ っ た 企 業 に お い て 、 震

災 前 に 借 入 の な か っ た 民 間 金 融 機 関 が 最 大 の 貸 手 と な っ た 比

率 が 低 く 、 他 方 で 震 災 前 に は 借 入 の な か っ た 政 府 系 金 融 機 関

の 割 合 が 若 干 高 く な っ て い る 。 被 災 企 業 の 新 規 の 資 金 調 達 先

と し て 政 府 系 金 融 機 関 の 役 割 が 相 対 的 に 大 き く な っ て い る こ

と が 分 か る 。 ま た 、 震 災 前 か ら 借 入 の あ っ た 残 高 1 位 以 外 の

金 融 機 関 （ 民 間 及 び 政 府 系 ） に つ い て は 被 災 の 有 無 に よ る 違

い は 認 め ら れ な い 。 前 回 調 査 で は 、 震 災 前 に 取 引 の あ っ た 金

融 機 関 が 被 害 を 受 け た 企 業 に 対 す る 最 大 貸 手 と し て 重 要 な 役

割 を 果 た し た こ と が 分 か っ て い た が 、 今 回 の 結 果 は こ れ と は

対 照 的 な 結 果 で あ る 。  

 

図 表 2 - 1 2  新 規 借 入 の 時 期  

  

図 表 2 - 1 2 は 、 新 規 借 入 の 借 入 時 期 を 示 し て い る 。 2 0 1 3 年 1 0 月 以 降 の 新

被害あり 被害なし 合計
借入年月（中位値） 2013年12月 2013年12月 2013年12月
回答企業数 1,333 318 1,651
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規 借 入 に つ い て 尋 ね た 今 回 調 査 で は 、 全 回 答 企 業 の 借 入 時 期 の 中 位 値 は

2 0 1 3 年 1 2 月 で あ り 、 被 害 の 有 無 に よ る 違 い は な い 。  

 

図 表 2 - 1 3  新 規 借 入 額 （ 万 円 ）  

 

図 表 2 -13 は 、新 規 借 入 の 借 入 額 を 示 し た も の で あ る 。全 体

の 回 答 の 中 位 値 は 2, 000 万 円 で あ る 。 震 災 被 害 の 有 無 で 分 け

た 場 合 に は 被 害 を 受 け た 企 業 の 中 位 値 は 2, 000 万 円 、 被 害 を

受 け て い な い 企 業 の 中 位 値 は 1, 5 00 万 円 で あ る 。 依 然 と し て

被 災 企 業 の 資 金 需 要 が 大 き い こ と が 示 唆 さ れ る 。 な お 、 前 回

調 査 に お け る 新 規 借 入 額 と 比 較 す る と 、 被 害 あ り 企 業 の 借 入

額 は 減 少 し て い る （ 前 回 中 位 値 3 ,000 万 円 ） 一 方 、 被 害 な し

企 業 の 借 入 額 は 変 化 し て い な い （ 前 回 中 位 値 150 0 万 円 ）。  

 

図 表 2 - 1 4  新 規 借 入 の 契 約 形 態 （ 固 定 ・ 変 動 金 利 別 ）  

 

図 表 2- 14は 、 新 規 借 入 の 契 約 形 態 （ 金 利 の タ イ プ ） を 示 し

て い る 。こ の 結 果 か ら は 、回 答 企 業 の 8割 強 が 固 定 金 利 で 借 入

を 行 っ て い る こ と が 分 か る 。 被 害 の 有 無 別 で は 、 被 害 を 受 け

た 企 業 の 方 が 、固 定 金 利 で 借 り 入 れ る 比 率 が や や 高 い 。な お 、

2013年 度 調 査 に お け る 固 定 金 利 借 入 の 比 率 は 、 被 害 あ り 企 業

で 84 . 3%、被 害 な し 企 業 で 83. 2 %で あ っ た 。今 回 の 結 果 か ら は 、

こ う し た 比 率 が ほ と ん ど 変 化 し て い な い こ と が 分 か る 。  

 

図 表 2 - 1 5  新 規 借 入 の 金 利 （ %）  

被害あり 被害なし 合計

新規借入額（中位値） 2,000 1,500 2,000

新規借入額（平均値） 5,967.7 3,049.7 5,405.1

回答企業数 1,365 326 1,691

　 被害あり 被害なし 合計
1,081 248 1,329
84.3% 82.9% 84.0%

202 51 253
15.7% 17.1% 16.0%

回答企業数 1,283 299 1,582

固定

変動
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図 表 2- 15は 、 新 規 借 入 の 約 定 金 利 を 固 定 ・ 変 動 金 利 別 に 示

し て い る 。 回 答 の 中 位 値 は 、 固 定 金 利 、 変 動 金 利 と も に 1 .5%

で あ る 。 被 害 の 有 無 別 に 中 位 値 を 見 る と 、 固 定 、 変 動 と も わ

ず か に 被 害 を 受 け た 企 業 の ほ う が 低 い 。 な お 、 前 回 調 査 と 比

較 す る と 、 被 害 あ り 企 業 で は 、 固 定 金 利 、 変 動 金 利 と も に 変

化 が な い（ 前 回 の 中 央 値 も と も に 1. 5%）。し か し 、被 害 な し 企

業 で は 、固 定 金 利 が 若 干 上 昇 し（ 前 回 中 央 値 1. 6 %）、変 動 金 利

が 若 干 低 下 し て い る （ 前 回 中 央 値 1. 863%）。  

 

図 表 2 - 1 6  新 規 借 入 の 借 入 期 間 (月 数 )  

 
図 表 2- 16は 、 新 規 借 入 の 借 入 期 間 （ 月 数 ） を 示 し て い る 。

今 回 調 査 に お け る 全 体 の 中 位 値 は 60カ 月（ 5年 ）で あ り 、震 災

の 被 害 の 有 無 別 に 見 て も 違 い は な い 。 前 回 調 査 で も 同 様 で あ

り 、中 位 値 は 全 体・被 災 の 有 無 に か か わ ら ず 60カ 月 で あ っ た 。  

 

図 表 2 - 1 7  新 規 借 入 に お け る 信 用 保 証 協 会 保 証 の 有 無  

 

図 表 2- 17は 、 新 規 借 入 に お け る 信 用 保 証 協 会 保 証 の 有 無 を

示 し て い る 。 得 ら れ た 結 果 に よ る と 、 信 用 保 証 協 会 か ら の 保

証 付 き で 融 資 を 受 け て い る 企 業 は 、 全 回 答 企 業 の 半 分 弱 で あ

被害あり 被害なし 合計

中位値 1.500 1.800 1.500
平均値 1.633 1.935 1.688
回答企業数 853 190 1,043

中位値 1.500 1.575 1.500
平均値 1.530 1.614 1.548
回答企業数 174 48 222

固定金利

変動金利

被害あり 被害なし 合計

中位値 60 60 60

平均値 73.5 61.5 71.2

回答企業数 1,310 317 1,627

　 被害あり 被害なし 合計

602 162 764

43.8% 49.7% 44.9%

772 164 936

56.2% 50.3% 55.1%

回答企業数 1,374 326 1,700

あり

なし
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り 、 被 害 の 有 無 別 で み る と 、 被 害 を 受 け た 企 業 の ほ う が や や

低 い 。 な お 前 回 調 査 と 比 較 す る と 、 信 用 保 証 協 会 か ら の 保 証

付 き 融 資 を 受 け た 企 業 の 比 率 は 、 被 害 あ り 企 業 で は ほ と ん ど

変 化 が な い 一 方 （ 前 回 4 4 .0%）、 被 害 な し 企 業 で は わ ず か に 増

加 し て い る （ 前 回 47 .6%）。  

 

図 表 2 - 1 8  新 規 借 入 に お け る 担 保 ・ 個 人 保 証 の 有 無  

  

図 表 2-18は 、 新 規 借 入 に お け る 担 保 ・ 個 人 保 証 の 有 無 を 示

し て い る 。 今 回 調 査 で は 、 全 回 答 企 業 の 過 半 が 担 保 ・ 個 人 保

証 付 き で 借 入 を 行 っ て お り 、 被 害 の 有 無 別 に み る と 、 わ ず か

な が ら 被 害 を 受 け た 企 業 の ほ う が そ の 比 率 が 高 い 。 前 回 調 査

と 比 較 す る と 、 こ の 割 合 は 被 害 あ り 企 業 で 僅 か に 減 少 し て い

る（ 前 回 57. 3%）も の の 、被 害 な し 企 業 で は ほ と ん ど 変 化 な い

（ 前 回 52 .7%）。  

 

図 表 2 - 1 9  新 規 借 入 に 対 す る 地 方 自 治 体 か ら の 利 子 補 給 の 有

無  

 

図 表 2- 19は 、 新 規 借 入 に 対 す る 地 方 自 治 体 か ら の 利 子 補 給

の 有 無 を 示 し て い る 。今 回 調 査 の 回 答 企 業 全 体 の う ち 、3割 弱

が 利 子 補 給 を 受 け て い る 。 被 害 の 有 無 別 で は 、 被 害 を 受 け た

企 業 が 約 3割 な の に 対 し 、 被 害 を 受 け て い な い 企 業 で は 約 2割

と 低 い 。 前 回 調 査 で は 、 利 子 補 給 を 受 け た 企 業 の 比 率 は 被 害

あ り 企 業 で 今 回 よ り も 若 干 多 か っ た（ 31 .8%）が 、被 害 な し 企

業 で は 若 干 少 な か っ た （ 前 回 は 1 8.3%）。  

　 被害あり 被害なし 合計

743 166 909

55.4% 52.2% 54.8%

599 152 751

44.6% 47.8% 45.2%

回答企業数 1,342 318 1,660

あり

なし

　 被害あり 被害なし 合計

375 71 446

28.5% 23.1% 27.5%

941 236 1,177

71.5% 76.9% 72.5%

回答企業数 1,316 307 1,623

あり

なし
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図 表 2 - 2 0  新 規 借 入 を 行 わ な か っ た 理 由  

 

図 表 2 -20 は 、新 規 借 入 を 行 っ て い な い 企 業 に つ い て 、そ の

理 由 を 聞 い た 問 へ の 回 答 結 果 で あ る 。 こ れ ま で 二 回 の 調 査 結

果 と 同 様 に 、 今 回 調 査 で も 回 答 企 業 の 9 割 以 上 が 「 必 要 な か

っ た か ら 」 新 規 借 入 を 行 わ な か っ た と 回 答 し て い る 。 借 入 を

求 め た が 断 ら れ た 、も し く は 断 ら れ る と 思 っ て 求 め な か っ た 、

と 回 答 し た 企 業 、つ ま り 借 入 に 困 難 を 来 し て い た 企 業 は 約 6%

し か 存 在 し な い 。 な お 被 害 の 有 無 別 に 集 計 す る と 、 被 害 を 受

け た 企 業 に お い て 、 必 要 で あ る に も か か わ ら ず 新 規 の 借 入 を

受 け ら れ な か っ た 比 率 が 相 対 的 に 高 い 。  

 

図 表 2 - 2 1  新 規 借 入 を 断 ら れ た ・ 断 ら れ る と 思 っ た 理 由  

 

図 表 2 -21 は 、新 規 借 入 を 断 ら れ た 、あ る い は 断 ら れ る と 思

っ て 求 め な か っ た 企 業 に つ い て 、 さ ら に そ の 理 由 を 尋 ね た 結

果 で あ る 。 今 回 の 調 査 で 最 も 多 い 回 答 は 「 事 業 か ら 十 分 な 収

益 が 見 込 め な い 」で あ り 、前 回 調 査 と 同 様 の 結 果 と な っ た（ 前

回 調 査 で は 54 .1%）。被 害 の 有 無 別 に み る と 、こ の 回 答 の 比 率

被害あり 被害なし 合計
44 6 50

2.1% 0.7% 1.7%
107 27 134

5.1% 3.1% 4.5%
1,935 841 2,776
92.8% 96.2% 93.8%

回答企業数 2,086 874 2,960

求めたが断られたから

断られると思って求め
なかったから

必要なかったから

被害あり 被害なし 合計

91 18 109

62.3% 56.3% 61.2%

32 4 36

21.9% 12.5% 20.2%

65 15 80

44.5% 46.9% 44.9%

64 14 78

43.8% 43.8% 43.8%

12 0 12

8.2% 0.0% 6.7%

14 3 17

9.6% 9.4% 9.6%

回答企業数 146 32 178

事業から十分な収益が見込めない

担保資産や保証人が不足している

既存債務と新規債務を共に返せそうにな
い

金融機関の融資姿勢の厳格化

国や自治体からの補助金、利子補給が得
られなかった

その他
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は 被 害 を 受 け た 企 業 で 高 く 、 被 災 後 の 事 業 の 低 迷 が 震 災 後 2

年 以 上 経 過 し た 時 点 で も 依 然 と し て 新 規 借 入 の 足 枷 と な っ て

い る 状 況 が 窺 え る 。 ま た 、 被 害 を 受 け た 企 業 に お い て 「 担 保

資 産 や 保 証 人 が 不 足 し て い る 」 と 回 答 し た 割 合 も 高 く 、 事 業

環 境 の 悪 化 だ け で な く 、 複 数 の 経 路 を 通 じ て 震 災 が 資 金 調 達

へ 負 の 影 響 を 及 ぼ し て い る こ と が 分 か る 。  

な お 、 被 害 の 有 無 に 関 わ ら ず 「 既 存 債 務 と 新 規 債 務 を 共 に

返 せ そ う に な い 」 と の 回 答 も 多 い 。 よ っ て 、 二 重 債 務 問 題 に

直 面 し て い る 企 業 は 相 当 程 度 存 在 す る も の の 、 特 に 被 災 企 業

に お い て 問 題 が 深 刻 で あ る わ け で は な い 。ま た 、「 金 融 機 関 の

融 資 姿 勢 の 厳 格 化 」 を 挙 げ た 割 合 も 被 災 の 有 無 で 大 き な 差 は

無 い 。  

 

5.  新 規 の 出 資 受 入  

図 表 2 - 2 2  新 規 出 資 の 受 け 入 れ  

 

図 表 2 -22 は 、新 規 の 出 資 受 入 に 関 す る 回 答 結 果 を 集 計 し た

も の で あ る 。 今 回 調 査 で は 、 新 規 出 資 を 受 け 入 れ た 企 業 は 回

答 企 業 の 7. 1%で あ っ た 。 201 2 年 度 、 201 3 年 度 調 査 で の 同 比

率 は そ れ ぞ れ 6.5 %、 7 .2%で あ り 、今 回 調 査 と 合 わ せ て 考 え る

と 、 新 規 出 資 を 受 け る 企 業 の 比 率 は 震 災 後 若 干 高 ま っ た 後 に

ほ ぼ 横 ば い 状 態 で あ る こ と が わ か る 。  

被 害 の 有 無 別 に み る と 、 被 害 あ り 企 業 に お け る 比 率 が 被 害

な し 企 業 を や や 上 回 っ て い る 。 こ の 傾 向 は 過 去 2 回 の 調 査 か

ら 引 き 続 き み ら れ る も の で あ り 、 被 害 あ り 企 業 に お い て は 震

災 後 2 年 超 の 時 期 に お い て も 、 引 き 続 き 財 務 改 善 の た め 出 資

を 受 け 入 れ て い る 可 能 性 が あ る 。  

 

図 表 2 - 2 3  新 規 出 資 の 出 資 元 （ 複 数 回 答 可 ）  

被害あり 被害なし 合計
281 58 339
7.9% 4.7% 7.1%

3,288 1,176 4,464
92.1% 95.3% 92.9%

回答企業数 3,569 1,234 4,803

受けた

受けていない
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新 規 に 受 け 入 れ た 出 資 に つ い て 、 そ の 出 資 元 を 尋 ね た 結 果

が 図 表 2-23 で あ る 。今 回 調 査 で も っ と も 多 い 回 答 は 、 4 割 強

を 占 め る 借 入 1 位 金 融 機 関 で あ り 、 そ の 他 の 民 間 金 融 機 関

（ 24%）、 代 表 者 ・ 家 族 ・ 親 戚 （ 2 1%）、 そ の 他 の 政 府 系 金 融 機

関（ 1 8%）が 続 い て い る 。被 害 の 有 無 で 比 較 す る と 、結 果 に あ

る 程 度 の 違 い が 見 ら れ る 。 被 害 あ り 企 業 で は 4 0 %の 企 業 が 借

入 1 位 金 融 機 関 、22%が そ の 他 の 民 間 金 融 機 関 を 選 ん で い る が 、

被 害 な し 企 業 で は そ れ ぞ れ 43%と 35 %と 比 率 が 高 ま っ て い る 。

こ れ に 対 し て 、 そ の 他 の 政 府 系 金 融 機 関 が 出 資 元 で あ る 比 率

は 、被 害 あ り 企 業（ 19%）が 被 害 な し 企 業（ 9%）を 上 回 っ て い

る 。  

な お 、 過 去 2 回 の 調 査 結 果 と 合 わ せ る と 、 被 害 あ り 企 業 で

は 震 災 後 時 間 が 経 過 す る に つ れ て 、 借 入 1 位 金 融 機 関 と そ の

他 の 民 間 金 融 機 関 が 出 資 元 と な る 比 率 が 低 く な る 傾 向 に あ る 。

他 方 、被 害 な し 企 業 で は こ れ ら の 比 率 は 逆 に 上 昇 傾 向 に あ る 。

ま た 、 そ の 他 政 府 系 金 融 機 関 に つ い て は 、 被 害 の 有 無 に か か

わ ら ず 、 2013 年 度 調 査 以 降 比 率 が 低 下 し て い る 。  

 

図 表 2 - 2 4  新 規 出 資 の 出 資 額 （ 万 円 ）  

 

新 規 出 資 に つ い て 、 そ の 出 資 額 （ 複 数 の 出 資 先 が あ る 場 合

　 被害あり 被害なし 合計
113 25 138

40.4% 43.1% 40.8%
62 20 82

22.1% 34.5% 24.3%
54 5 59

19.3% 8.6% 17.5%
6 2 8

2.1% 3.5% 2.4%
57 13 70

20.4% 22.4% 20.7%
7 1 8

2.5% 1.7% 2.4%
13 3 16

4.6% 5.2% 4.7%
回答企業数 280 58 338

取引先

その他

震災時借入1位金融機関

その他の民間金融機関

その他の政府系金融機関

民間のファンド

代表者・家族・親戚

被害あり 被害なし 合計
新規出資額（中位値） 1,100 1,000 1,000
新規出資額（平均値） 4,995.67 2,299.54 4,462.54
回答企業数 142 35 177
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は 合 計 額 ）を ま と め た も の が 図 表 2 -24 で あ る 。中 位 値 を み る

と 、 被 害 あ り 企 業 で は 1 ,100 万 円 で あ り 、 被 害 な し 企 業 の

1,00 0 万 円 を や や 上 回 っ て い る 。 平 均 値 で み る と 、 さ ら に そ

の 差 は は っ き り す る 。 前 回 調 査 と 比 較 す る と 、 被 害 あ り 企 業

で は 中 位 値 で 見 た 出 資 額 が 増 加 し て い る 一 方 で 、 平 均 値 に お

い て は 減 少 し て い る 。 つ ま り 、 前 回 に 比 べ て 、 今 回 の 調 査 で

は 、 出 資 額 の ば ら つ き が 縮 小 し て い る こ と が 分 か る 。 こ う し

た ば ら つ き の 縮 小 は 、被 害 な し 企 業 に も 共 通 し て 観 察 さ れ る 。 

 

6.  資 金 調 達 状 況  

図 表 2 - 2 5  震 災 後 の 資 金 調 達 の 全 般 的 な 状 況   

 

最 後 に 図 表 2- 25 は 、全 般 的 な 資 金 調 達 状 況（ 復 旧・復 興 の

た め の も の に 限 ら な い ） に つ い て 集 計 し た 結 果 で あ る 。 今 回

の 調 査 結 果 に よ る と 、 回 答 企 業 の 44%が 十 分 な 資 金 を 調 達 で

き た 、 と 回 答 し 、 ま た 9 6%の 企 業 が 少 な く と も 必 要 最 低 限 の

資 金 は 調 達 で き た 、 と 回 答 し て い る 。 前 回 調 査 で も 、 最 低 限

の 資 金 を 調 達 で き な か っ た 企 業 は 5%に 満 た な か っ た 。ま た 今

回 調 査 で は 、 十 分 な 資 金 を 調 達 で き た と す る 企 業 の 比 率 が や

や 増 加 し て い る（ 前 回 は 42. 2%）。震 災 後 の 資 金 調 達 環 境 は 総

じ て 良 好 で あ る と 推 測 さ れ る 。  

被 害 の 有 無 別 で は 、 被 害 を 受 け た 企 業 の 方 が 、 最 低 限 の 資

金 を 調 達 で き な か っ た と 回 答 す る 比 率 が や や 高 く 、 前 回 調 査

と の 比 較 で も 水 準 に 変 化 は 見 ら れ な い 。  

 

7.  お わ り に  

今 回 の 調 査 か ら も 、 東 日 本 大 震 災 に よ り 被 害 を 受 け た 企 業

に 関 し て 興 味 深 い 実 態 が 明 ら か に な っ た 。 以 下 で は そ の う ち

重 要 と 思 わ れ る も の を ま と め る こ と で 、 結 び に 代 え る こ と に

　 被害あり 被害なし 合計
1,514 457 1,971
44.9% 41.5% 44.0%
1,701 609 2,310
50.4% 55.3% 51.6%

159 36 195
4.7% 3.3% 4.4%

回答企業数 3,374 1,102 4,476

十分な資金を調達できた

十分ではないが、必要最低限
の資金は調達できた
必要最低限の資金を調達でき
なかった
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し た い 。  

  既 往 債 務 負 担 の 軽 減  

  債 務 負 担 の 軽 減 を 受 け た 企 業 の 全 体 の 比 率 は 、 過 去 二

回 の 調 査 か ら 続 い て 低 下 し て い る 。 既 往 債 務 負 担 の 軽

減 策 に 対 す る ニ ー ズ が 、 徐 々 に 低 下 し て い る こ と が 示

唆 さ れ る 。  

  既 往 債 務 負 担 の 軽 減 を 実 施 し た 金 融 機 関 に つ い て は 、

過 去 2 回 の 調 査 で は 、 借 入 1 位 金 融 機 関 と す る 回 答 比

率 が 他 の 金 融 機 関 の 比 率 を 上 回 っ て い た が 、 今 回 は 差

が 見 ら れ な く な っ て い る 。  

  軽 減 の 内 容 に つ い て は 、 過 去 2 回 の 調 査 と 比 べ て 「 返

済 の 猶 予 （ 一 時 停 止 ）」 を あ げ た 企 業 の 比 率 が 徐 々 に 低

下 し 、「 利 子 の 減 免 」に 至 っ た 企 業 が 増 え て い る 。ま た 、

回 答 企 業 数 は 少 な い も の の 、「 債 務 額 の 減 免 （ 免 除 、 償

却 ）」 や 「 既 存 借 入 の 劣 後 化 」 と 答 え た 企 業 の 比 率 も 、

過 去 の 調 査 と 比 べ て 上 昇 し て い る 。 契 約 条 件 の 変 更 が

進 ん で い る こ と が 窺 わ れ る 。  

  軽 減 内 容 を 被 害 の 有 無 別 に み る と 、 過 去 2 回 の 調 査 と

同 様 に 、「 返 済 の 猶 予 （ 一 時 停 止 ）」 と の 回 答 が 被 害 な

し 企 業 よ り も 被 害 あ り 企 業 で 高 い 。 ま た 過 去 2 回 と 違

っ て 今 回 は 「 債 務 額 の 減 免 （ 免 除 、 償 却 ）」、「 既 存 借 入

の 劣 後 化 」も 、被 害 あ り 企 業 の ほ う が 高 く な っ て い る 。

被 災 し た 企 業 に お い て 、 よ り 踏 み 込 ん だ 既 往 債 務 負 担

の 軽 減 策 が 講 じ ら れ る よ う に な っ て い る 可 能 性 が 示 唆

さ れ る 。  

  既 存 債 務 軽 減 を 受 け な か っ た 理 由 に つ い て は 、「 必 要 な

か っ た 」 が 過 去 2 回 同 様 最 も 多 い が 、 そ の 比 率 は 三 回

の 調 査 を 通 じ て 少 し ず つ 減 少 し て き て い る 。  

  必 要 が あ っ た に も 関 わ ら ず 軽 減 を 受 け て い な い 企 業 に

つ い て は 、 前 回 調 査 同 様 「 既 往 債 務 に 信 用 保 証 協 会 保

証 付 き 借 入 が あ っ た 」 こ と を 理 由 と す る 回 答 が 相 対 的

に 多 く 、 信 用 保 証 協 会 に よ る 保 証 の 存 在 が 既 往 債 務 軽

減 の 障 害 に な る と 認 識 し て い る 企 業 が 少 な か ら ず 存 在

す る こ と が 窺 わ れ る 。  
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  第 三 者 に よ る 既 往 債 務 の 買 取  

  第 三 者 に よ る 既 往 債 務 の 買 取 を 受 け た 企 業 は 、 少 数 で

あ る も の の 前 回 調 査 よ り も 増 加 し 、 買 い 取 り 先 は 前 回

調 査 と 同 様 、 自 民 党 主 導 で 設 立 さ れ た 東 日 本 大 震 災 事

業 者 再 生 支 援 機 構 を あ げ る 企 業 が 多 い （ 2012 年 度 調 査

で は 民 主 党 主 導 の 、 県 の 産 業 復 興 機 構 が ト ッ プ ）。  

  買 取 債 務 を 信 用 保 証 協 会 保 証 の 有 無 別 で 見 る と 、 保 証

付 き 借 入 の 比 率 は 98%と 、ほ と ん ど が 保 証 付 き と な っ て

い る（ 20 13 年 度 調 査 で は 7 割 超 ）。信 用 保 証 協 会 が 、東

日 本 大 震 災 事 業 者 再 生 支 援 機 構 や 県 の 産 業 復 興 機 構 と

連 携 し て 既 往 債 務 の 買 取 に 積 極 的 に 対 応 し て き た 可 能

性 が 示 唆 さ れ る 。  

  買 取 を 受 け た 既 往 債 務 の 額 は 、 前 回 調 査 に 比 べ て 大 き

く 低 下 し て お り 、 震 災 前 に 過 剰 な 債 務 を 負 っ て い た 企

業 以 外 に も 債 務 買 取 の 対 象 が 拡 が っ た 可 能 性 が あ る 。  

  新 規 借 入  

  新 規 借 入 を 行 っ た 企 業 は 4 割 弱 で あ り 、 被 害 を 受 け た

企 業 で 比 率 が 高 い 点 で は 過 去 の 調 査 と 同 様 で あ る 。 被

災 企 業 に お い て 依 然 と し て 相 対 的 に 高 い 資 金 需 要 が あ

る と い う 傾 向 は 共 通 し て い る 。  

  設 備 資 金 を 借 り 入 れ た 企 業 は 4 割 超 で あ り 、 過 去 2 回

と 同 様 被 害 を 受 け た 企 業 に お い て そ の 比 率 が 高 い 。  

  借 入 先 に つ い て は 、 借 入 1 位 金 融 機 関 、 震 災 前 か ら 借

入 の あ っ た 震 災 時 借 入 1 位 以 外 の 民 間 金 融 機 関 、 震 災

前 か ら 借 入 の あ っ た 震 災 時 借 入 1 位 以 外 の 政 府 系 金 融

機 関 、 と い う 順 番 で 、 前 回 と 同 様 で あ る 。 た だ し 、 震

災 前 か ら 借 入 の あ っ た 民 間 金 融 機 関 を 選 択 し た 企 業 の

割 合 は 前 回 調 査 か ら 若 干 増 加 し て い る 。 ま た 、 前 回 は

資 金 調 達 先 が 多 様 化 す る 傾 向 が 確 認 さ れ た が 、 今 回 は

主 要 取 引 行 へ の 依 存 度 が 再 度 高 ま っ て い る 。  

  借 入 1 位 金 融 機 関 、震 災 前 に 借 入 の な か っ た 金 融 機 関 、

に つ い て は 、 回 答 企 業 の 比 率 に 被 災 有 無 に よ る 違 い は

見 ら れ な い 。 前 回 は 前 者 の 比 率 が 被 害 あ り 企 業 の 方 で

高 く 、 後 者 の 比 率 が 被 害 な し 企 業 で 高 か っ た た め 、 被
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害 の 有 無 が 企 業 の 資 金 調 達 に 与 え る 影 響 が 徐 々 に 低 下

し て い る 可 能 性 が あ る 。  

  新 規 借 入 の 額 は 、 被 害 あ り 企 業 で は 前 回 よ り も 減 少 し

て い る が 、 被 害 な し 企 業 で は 変 化 し て い な い 。  

  新 規 借 入 に お け る 担 保 ・ 個 人 保 証 付 き 借 入 の 割 合 を 前

回 調 査 と 比 べ る と 、 被 害 な し 企 業 で は ほ と ん ど 変 化 な

い が 、 被 害 あ り 企 業 で は 僅 か に 減 少 し た 。  

  新 規 借 入 に お い て 利 子 補 給 を 受 け た 企 業 の 比 率 は 、 被

害 を 受 け た 企 業 の 方 が 被 害 を 受 け て い な い 企 業 よ り も

多 く 、 そ の 比 率 を 前 回 調 査 と 比 べ る と 被 害 あ り 企 業 で

若 干 減 少 し 、 被 害 な し 企 業 で は 若 干 増 加 し た 。  

  新 規 借 入 を 行 わ な か っ た 理 由 に つ い て は 、 こ れ ま で 2

回 の 調 査 結 果 と 同 様 に 、 回 答 企 業 の 9 割 以 上 が 「 必 要

な か っ た か ら 」 と 回 答 し て い る 。  

  新 規 借 入 を 断 ら れ た 、 あ る い は 断 ら れ る と 思 っ て 求 め

な か っ た 企 業 に つ い て そ の 理 由 を 尋 ね た 結 果 か ら は 、

前 回 と 同 様 「 事 業 か ら 十 分 な 収 益 が 見 込 め な い 」 が 最

も 多 か っ た 。こ の 回 答 比 率 は 被 害 を 受 け た 企 業 で 高 く 、

被 災 後 の 事 業 の 低 迷 が 震 災 後 2 年 以 上 経 過 し た 時 点 で

も 依 然 と し て 新 規 借 入 の 足 枷 と な っ て い る 状 況 が 窺 え

る 。 ま た 、 被 害 を 受 け た 企 業 で は 「 担 保 資 産 や 保 証 人

が 不 足 し て い る 」 と 回 答 し た 割 合 も 高 く 、 事 業 環 境 の

悪 化 以 外 に も 震 災 が 資 金 調 達 へ 負 の 影 響 を 及 ぼ し て い

る 可 能 性 が あ る 。  

  新 規 出 資  

  新 規 出 資 を 受 け 入 れ た 企 業 は 回 答 企 業 の 7%程 で あ り 、

過 去 2 回 と そ れ ほ ど 違 い は な い 。 被 害 の 有 無 別 で は 被

害 あ り 企 業 の 比 率 が 被 害 な し 企 業 の 比 率 よ り や や 高 く 、

や は り 過 去 2 回 の 調 査 と 同 様 で あ る 。 被 害 あ り 企 業 で

は 震 災 後 2 年 を 超 え た 後 も 、 引 き 続 き 財 務 改 善 の た め

出 資 を 受 け 入 れ て い る 可 能 性 が あ る 。  

  新 規 出 資 の 出 資 元 に つ い て は 、 過 去 2 回 の 調 査 と 合 わ

せ る と 、 被 害 あ り 企 業 で は 震 災 後 時 間 が 経 過 す る に つ

れ て 、 借 入 1 位 金 融 機 関 と そ の 他 の 民 間 金 融 機 関 が 出
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資 元 と な る 比 率 が 低 く な る 。 他 方 、 被 害 な し 企 業 で は

こ れ ら の 比 率 は 逆 に 上 昇 傾 向 に あ る 。 ま た 、 そ の 他 政

府 系 金 融 機 関 に つ い て は 、 被 害 の 有 無 に か か わ ら ず 、

2013 年 度 調 査 以 降 比 率 が 低 下 し て い る 。  

  出 資 額 は 、 前 回 に 比 べ て 今 回 の 調 査 で は ば ら つ き が 縮

小 し て い る こ と が 分 か る 。こ う し た ば ら つ き の 縮 小 は 、

被 害 な し 企 業 に も 共 通 し て 観 察 さ れ る 。  

  震 災 後 の 資 金 調 達 環 境  

  最 低 限 の 資 金 を 調 達 で き な か っ た 、 と す る 企 業 は 過 去

の 調 査 と 同 様 5%に 満 た ず 、 ま た 今 回 調 査 で は 、 十 分 な

資 金 を 調 達 で き た と す る 企 業 の 比 率 が や や 増 加 し た 。

震 災 後 の 資 金 調 達 環 境 は 総 じ て 良 好 で あ る 。  
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